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本日の御議論

⚫ 現在、非化石価値取引についても、適正な取引を確保すべく、電力・ガス取引監視等
委員会（以下、「監視等委」）による監視の対象として整理されており、監視等委より、
2022年度非化石価値取引に関する監視結果の報告がなされた。

⚫ 初めに、今回の監視結果なども踏まえつつ、非化石価値取引における公平な調達環境
の確保について、御議論いただく。

⚫ 次に、現状、非化石証書の売り手のうち、旧一般電気事業者および電源開発に対して、
証書販売収入の使途について、資源エネルギー庁に報告することを求めているため、
2022年度の報告概要を事務局より共有させていただく。
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１．非化石価値取引における公平な調達環境の確保

２．証書販売収入の使途報告について



3

非化石価値取引における公平な調達環境の確保

⚫ 2022年度非化石価値取引に関する監視結果報告において、非化石価値取引におけ
る内外無差別を更に徹底し、小売電気事業者に調達機会が公平に確保される環境を
整備することが必要との見解が示された。

⚫ 具体的には、内部取引価格の設定やオークションへの供出量のあり方などが検討事項
として例示されている。

⚫ 非化石価値の取引において、小売事業者に公平な調達機会が確保されることは、制
度の大前提である。このため、制度開始時に旧一般電気事業者等と新電力との間で非
化石比率に大きな差異があったことを踏まえ、一定の制度的措置を講じている。

⚫ 具体的には、旧一般電気事業者等に対し、内部取引により調達した証書の目標達成
への利用を一定量までしか認めないことにより、結果的に、すべての小売事業者が同
比率の証書を外部から購入することを担保している。

⚫ こうした中で、内外無差別を更に徹底し、旧一般電気事業者等に対し、内部取引価格
の設定を求めていくことについて、どのように考えるか。

⚫ また、オークションへの供出量のあり方の見直しについて、どのように考えるか※。

⚫ 加えて、2022年度において、旧一般電気事業者等によるグループ外取引量の8割超
が相対契約であることを踏まえ、その販売方法について更なる透明性を確保する必要
性について、どのように考えるか。

※第２フェーズ以降は化石電源グランドファザリングが漸減していくことに伴い、各社の内部取引可能量も減少していくことになる。
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【参考】2022年度非FIT非化石証書の取引概要

※年間非化石発電認定量に対する割合。
※単位未満は四捨五入のため、合計額が一致しないことがある。
※社内・グループ内取引可能量：資源エネルギー庁からの聞き取りによる。

A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社 合計

年間非化石発電
認定量 (A)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

相対契約
取引実績量(B)

87.6% 99.9% 74.6% 94.9% 95.1% 98.4% 100% 98.1% 98.8% 100% 92.9%

社内・グループ内
取引量

45.4% 46.7% 21.1% 78.6% - 82.5% 71.3% 59.6% 98.8% 100% 50.7%

グループ外
取引量

42.2% 53.2% 53.5% 16.2% 95.1% 15.9% 28.7% 38.5% - - 42.2%

市場取引約定量
(C)

12.4% 0.1% 25.4% 5.1% 4.9% 1.6% - 1.9% 1.2% - 7.1%

売れ残り
(A) – (B) – (C)

- - - - - - - - - - -

【参考】社内・グループ
内取引可能量

45.8% 48.2% 29.3% 93.2% - 99.5% 115% 67.5% 103% 138% 58.1%

⚫ 2社は認定量のほぼ全量が、3社は認定量の7～8割が、社内・グループ内取引であった。

⚫ また、全ての事業者の合計では、認定量の約5割が社内・グループ内取引であった。

第85回 制度検討作業部会
（2023年10月13日) 資料5ｰ1

※赤枠追記
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【参考】非化石証書の販売方法等（相対取引）に係るヒアリング結果

質問事項 A社 B社 C社 D社 F社 G社 H社 I社 J社

公募による販
売実施の有無

無 無 無

試験的に販
売HPで販
売条件を掲
載し申込み
受付

無 無 無
無

（相対取引
の実績なし）

無
（相対取引
の実績なし）

公募以外の方
法により販売
方法

過年度取
引有又は
問合せ事
業者に対し
個別に提案

実績等も勘
案の上、期
初より報告
義務対象
者に対して
営業

HP等へ問
い合わせ、
取引実績
(電力含む)
の事業者と
協議

過去に協議
歴のある事
業者からの
声掛けで協
議を開始

電力の卸販
売窓口
（HP)に問
い合わせを
受けて対応

以前より関
係のあった
事業者の
ニーズのヒア
リングを実
施

取引実績の
ある事業者
と協議

相対取引の
実績なし

相対取引の
実績なし

非化石証書の
販売に関する
連絡先(HP
等)の有無

無 無 無 無 無 無 無 無 無

社内・内部、
外部取引にお
ける優先順位
の有無

社内取引
分から

社内取引
分から

社内取引
分から

契約の内諾
順（先着
順）に在庫
から割り当て

社内取引
分から

社内取引
分から（過
去契約に基
づく）

社内取引
分から

社内取引
分から

社内取引
分から

2023年度の
募集方法

前年度同
様のほか、
HP上にて
問い合わせ
窓口を掲載
予定

前年度同
様

相対取引に
ついて、従
来の相対交
渉+HP上
で販売先を
募集

検討中

電力の卸販
売窓口等へ
の問い合わ
せに応じて，
適宜対応

前年度同
様

前年度同
様

検討中

内部取引
可能量超
過分は、市
場の活用を
予定

第85回 制度検討作業部会 （2023年10月13日) 資料5ｰ1



【参考】監視の対象範囲と頻度②（旧一電社内における非化石価値の内部取引について）

⚫ 高度化法上の中間目標値においては小売電気事業者の非化石電源比率に応じて化石電源グラ
ンドファザリングが設定されており、当該事業者は一定量をグループ内の発電事業者からの相対取
引又は社内取引で入手することが認められている。

⚫ 当該グランドファザリングは、導入時における非化石電源の調達環境を踏まえたものであるため、従
前と同様の調達環境で電気と非化石価値をセットでグループ内取引されることが想定されていた。
※なお、当該グランドファザリングは小売事業者の事業環境への影響を配慮しつつ、将来的に逓減・撤廃させていく必要がある。

⚫ 他方、過去、電力の卸取引については、不当な内部補助防止策・内外無差別な卸取引として電
力・ガス取引監視等委員会において検討され、(発電小売一体会社を含め)旧一電各社において
内部取引価格を設定し、それを踏まえて社外・グループ外への卸取引との内外無差別を監視するこ
ととしている。

⚫ 特に非化石電源を有する旧一電各社・グループにおいては、小売部門・小売会社は社内ないしグ
ループ内の発電部門・発電会社より非化石価値を取得している部分も比較的多いと考えられる
中、仮に社内・グループ内において発電と小売間で電気とセットの取引により非化石価値の相当分
の価格が見えなくなり、証書の調達環境に差異を生じているとの疑念を持たれるおそれがある。

⚫ 従い、旧一電各社の社内・グループ内取引においては、グランドファザリングの導入時の考えによ
り電気とセットによる非化石価値の取引もある点を考慮しつつも、例えば社内・グループ内取引と
同様に電気とセットで他社へ販売する取引価格や他社への非化石価値の取引価格の事例を参
照しながら、内外無差別の観点から確認していくこととしてはどうか。

⚫ なお、その頻度については、外部との相対取引の監視と同様、年一回行うこととしてはどうか。

6

第52回制度検討作業部会
（令和3年6月14日）資料3より抜粋
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【参考】グループ内取引における証書の取引方法
（2019年7月第２次中間取りまとめ抜粋）

（非化石証書の調達方法について）

非化石電源比率の高い小売電気事業者が目標値以上の非化石価値を保有し続けた場合、その他の小売電気事業
者は、目標を達成する手段が限定されてしまい、非化石価値へのアクセス環境が著しく阻害されることになる。

このため、小売電気事業者に対する非化石価値へのアクセス環境の確保の観点から、激変緩和量 を除き、

①化石電源グランドファザリング（特例措置）を設定されていない事業者においては、化石電源グランドファザリング
（特例措置）設定の基準年の全国平均非化石電源比率

②化石電源グランドファザリング（特例措置）を設定された事業者においては、化石電源グランドファザリング（特例
措置）設定の基準年の当該事業者の非化石電源比率

の範囲内でグループ内の発電事業者からの相対取引又は社内取引で入手することを認めることとする 。

また、小売電気事業者は、上記①②の範囲を上回る非化石証書は市場またはグループ外の発電事業者等から調達す
ることとする。

(グループ内における証書の取引方法）

本作業部会で議論したとおり、一定の範囲内に限り非FIT非化石証書のグループ内取引を認めることとしている。グルー
プ内の取引を認める非FIT非化石証書の範囲は、化石電源グランドファザリング（特例措置）設定時における非化
石電源の調達環境を踏まえたものであり、これらについては、従前と同様の調達環境で電気と非化石価値をセットで
グループ内取引されることが想定されている。(以降省略）
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【参考】グループ内における非化石価値の取引について

⚫ 第29回制度検討作業部会で議論したとおり、一定の範囲内に限り非FIT非化石証
書のグループ内取引を認めることとしている。グループ内の取引を認める非FIT非化石
証書の範囲は、GF設定時における非化石電源の調達環境を踏まえたものであり、こ
れらについては、従前と同様の調達環境で電気と非化石価値をセットでグループ内取
引されることが想定されている。

第3１回制度検討作業部会
（平成31年4月22日）資料3より抜粋



⚫ 第26回制度検討作業部会において、非FIT非化石電源の非化石価値については、
JEPXのオークションでの取引に加え、相対取引も可能としていたところ。

⚫ 発電事業者が非化石価値を保有したままであれば収入が生まれないことや、高度化法の
義務履行に用いることができるグループ内取引の証書の範囲に制約をかけた結果、当該範
囲外の証書については、経済合理的判断として、発電事業者としてはJEPXでのオーク
ションか、グループ外の小売事業者に相対取引で販売することになる。

⚫ したがって、グループ内取引の範囲外の証書はグループ外に販売されることが経済合理
的であると考えられるところ、まずは発電事業者の経済合理的行動に期待し、発電事業
者に対して、証書をJEPXのオークションで販売することを強制しなくても良いのではない
か。（なお、高度化法上、発電事業者に対して義務を課すことは困難であることにも留意
が必要）

※第１フェーズにおいては、激変緩和の導入によって、価格が高騰する蓋然性は低くなっていると考えられるが、敢えて市場に非化
石証書を供出しないといった行動が行われた結果、非化石証書の市場価格の高騰が生じるなど、発電事業者による非化石証書
に関する市場支配力の行使と考えられる状況が生じている場合には、これを防止するため、小売事業者全体の目標値を調整する
等の対応を検討することも考えられる。

⚫ なお、小売事業者がグループ内で取引する証書については、他の小売事業者との公平な
アクセス環境確保の観点から、グループ内の発電事業者の非化石電源の電源構成（風
力・水力・地熱・原子力等）に応じて偏りなく調達することが求められるのではないか。

9

【参考】証書の取引方法
第3１回制度検討作業部会

（平成31年4月22日）資料3より抜粋
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１．非化石価値取引における公平な調達環境の確保

２．証書販売収入の使途報告について
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【参考】証書収入の使途について

⚫ 現行制度では、非化石証書の取引を非化石電源の利用の促進につなげる観点から、
非化石証書の販売収入の使途については、以下の整理としている。
 対象事業者：旧一般電気事業者であった発電事業者、電源開発
 要求内容：
①当分の間の、非化石証書の販売収入を非化石電源の利用促進に充てていくよ
うな自主的な取組へのコミットメント

②証書の販売収入の使途の定期的な説明
（参考：使途の例）
✓ 非化石電源設備の新設・出力増
✓ 非化石電源を安全に廃棄するための費用等
✓ 非化石電源設備の耐用期間延長工事、安全対策費用等

⚫ 今般の市場制度改革に係り、前回の本部会にて証書収入の使途に関し改めて議論し
たところ、
 非化石電源の拡大には新設のみならず、既設の維持も大切
 外から見える形で明確な基準が示されていることが必要

などの意見があった。

⚫ 今回は、前回の議論も踏まえ、①使途の具体的な基準、②使途の定期的な説明の
在り方について御議論いただきたい。

第52回 制度検討作業部会
（2021年6月14日) 資料3
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【参考】証書収入の使途の具体的な基準について

⚫ 2030年の新たな温室効果ガス削減目標（2013年比46%減）の達成や、2050年
カーボンニュートラル実現に当たっては、温室効果ガス排出の約４割を占める電力分野
の脱炭素化は極めて重要。具体的には、需要家が活用する電力量（kWh）におけ
る非化石電源の割合を拡大していく必要がある。これにより、

証書発行量（kWh）の増加
➡ 証書販売量・額の増加
➡ 更なる非化石電源（kWh）の増加
という好循環の実現が可能となる。

⚫ このため、証書売却による収入の使途は、必ずしもkWに対する新設投資に限られる必
要はなく、減少見込みのものの維持を含む既存設備のkWh拡大に対しても認められ
るべきではないか。

⚫ また、kW・kWhの維持・拡大策については、事業者の創意工夫を求める観点からも、
限定列挙することは必ずしも適切ではなく、非化石電源のkW・kWhの維持・拡大に
資するものかどうかという基準としてはどうか。その際、具体的な使途と期待される効果
については、事業者へ定期的に求めることとしてはどうか。

第52回 制度検討作業部会
（2021年6月14日) 資料3

13



【参考】発電事業者による使途の説明のあり方

⚫ 非化石証書の取引は、非化石電源の利用の促進につながることが望ましいとされており、
旧一般電気事業者であった発電事業者と電源開発に対し、当面の間、証書の販売収
入を非化石電源の利用促進に充てていくような自主的な取組へのコミットメントや定
期的な説明を求めることとしている。

⚫ 小売間の競争環境の確保の観点からも、非化石証書の販売収入の使途が厳格に遵
守されているかについては、検証可能な状態で公表されるべきであると考えられる。

第52回 制度検討作業部会
（2021年6月14日) 資料3より抜粋

⚫ さらに、小売電気事業者側に高度化法上の義務が課せられ、非化石証書が販売されている以上、本来であれば、
発電事業者自らが自主的に、その使途を発信すべきものと考えられる。そのため、資源エネルギー庁への報告の
他にも、自社のＨＰへの掲載等、広く小売電気事業者がアクセス可能な形で、公表を進めることも求めることと
した。

＜電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会第五次中間とりまとめ（P.19）＞の記載内容より抜粋
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